
愛労安発第 73号

平成 17年 5月2日

各公共職業安定所 (出張所)長 殿

愛知労働局職業安定部長

(公印省略)

厚生年金及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への

対応に係る留意事項について

このことについては､平成 17年4月20日付け愛労収安第 128号で通達し

たところです｡

また､平成 17年4月20日付け事務連結で職業安定局首席指導官室長補佐

より別添のとおり通知がありましたので､これを踏まえるとともに下記にもご

留意いただき業務の円滑な運営をお願いします｡

記

1 厚生年金の取救い

(1)平成 17年4月20日付け愛労収安第128号の別添本省職業安定局長

通達 (以下 ｢本省局長通達｣という｡)の記 1の (2)のアに係る指導事項

については､任意様式で指導年月日､指導内容､事業主の意向等を記入し

て各所の実情により記録保管すること｡

また､求人申込書の備考欄及び ｢事業所台帳補足｣に ｢厚生年金加入勧

一奨済み｣と入力すること｡

その際､分類番号を必ず ｢10｣として入力すること.

(2)本省局長通達記の1の (2)アに係る指導を拒む求人事業主及び更新時

等においてアのなお書きに該当する事業主に対しては､求人受理時に ｢厚

生年金加入に係る求人条件について社会嘩険事務所において指導中｣と補

足表示するとあるが､これは ｢求人申込書｣の備考欄に入力し､ ｢事業所

台帳補足｣にも入力すること｡

(3)上記 (2)に該当する求人事業主に対しては､社会保険事務所に対して､

当該求人の厚生年金の加入に係る条件が適正であるかの確認及び必要な指

導の実施を要請する旨明らかにすること｡ ･

なお､営業所等で提出された場合は､管轄社会保険事務局がどこである



かを確認すること｡

(4)上記 (1)の指導にあたっては､リ-フレットの配付及び上記 (3)の

措置をとる可能性があることについて指導することD

また､上記 (2)の指導をした場合は､事業所台帳における厚生年金適

用の状況等に関する情報を別紙様式 1に転記するとともに､求人公開カー

ドの写しを添付して職業安定課職業紹介係まで送付すること｡

おって､連絡時期等は､別途通知すること0

2 労働保険に係ろ取扱い

(1)指導及び労働局への連絡

① 労働保険に係る保険関係の成立の届出か行われていない事業に係る求

人申込みがあった場合は､保険関係の成立手続きの速やかな履行を前提

とした適正な求人条件の記載を指導するとともに､求人申込書の ｢備考

欄｣に ｢労働保険 (労災 ･雇用)加入指導中｣と入力し､併せて ｢事業

所台帳補足｣にも入力することD

② 指導事項については､任意様式で指導年月日､指導内容､事業主の意

向等を記入して各所の実情により記録保管することD

③ 労災保険 ･雇用保険及び雇用保険のみ未加入の場合は､各所の雇用保

険適用担当課に誘導し､指導を行うこと｡

また,労災保険のみ未加入の場合は､労働基準監督署へ誘導すること｡

④ 上記③の指導 ･誘導をした日以降については､別途通知すること｡

(2)雇用保険の保険関係の成立の手続きが完了している事業の求人において

雇用保険への加入 (被保険者に関する届出.)が予定されていないものの

鼓扱い

被保険者になるべき条件の求人について､被保険者に関する届出の手

続きを予定しない求人の申込があった場合は､本省局長通達記の2の

(2)の取扱いを行うこと｡

3 民間需給調整機関に対する要請

愛知労働局職業安定部需給調整事業課より厚生年金及び労働保険への加入

に関して､適切な求人条件確保に向け関係団体等に要請､周知 ･啓発を図る

こととしていること｡

担当 職業安定課職業紹介係●

電話 052-219-5505

FAX 052-220-0571



事 務 連 絡

平成 17年4月20日

各都道府県労働局職業安定部長 殿

職業安定局首席職業指導官室長補佐

(職業紹介担当)

厚生年金及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人-の対応

に係る留意事項について (厚生年金に係る取扱い等)

職業紹介業務の推進に当たっては､日頃より多大なる御尽力を賜りありがとうござ

います｡

標記については､平成17年4月20日付け職発第0420001号 ｢厚生年金及び労働保険

-の加入が適正に明示されていない求人-の対応について｣により通達されたところ

ですが､その実施に当たっては､下記の点に留意され､公共職業安定所窓口における

円滑な業務運営に遺漏なきようお願いします｡

記

1 周知 ･啓発の実施について

求人事業主等に対する厚生年金-の加入に係る周知 ･啓発については､厚生年金

の制度 ･加入条件を解説 したリーフレット (別顔l)を御活用いただくようお願い

します｡

なお､本 リーフレットについては､印刷用原稿として､電子媒体でも各労働局の

職業紹介業務担当者あて､当室から送付しますので､各安定所において必要部数を

印刷すること等により御対応いただきますようお願いします｡

2 厚生年金-の加入が適正に明示されていないと思量される場合の判断について

求人条件において､｢厚生年金への加入が適正に明示されていないと思量される

場合｣の判断基準としては､以下のとおりとします｡

常時従業員を使用することとなる法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用

することとなる個人事業所 (別添2 ｢適用業種一覧 (日本標準産業分類 (平成 14

年 3月改訂)準拠)｣において適用事業所とされる産業分類に該当するものに限る｡)

の求人であって､雇用期間が2か月以上の次のいずれかに該当するもの｡



① 一般の求人

② 勤務日数又は労働時間が当該事業所の通常の労働者の概ね4分の3を上回るパ

ー トの求人

3 社会保険事務所-の連絡について

求人の厚生年金の加入に係る条件が適正であるかの確認及び必要な場合の事業主

指導を社会保険事務所に対し要請するに当たっては､事業所台帳における厚生年金

適用の状況等に関する情報を別紙様式1に転記するとともに､当該求人公開カー ド

の写しを添付 したものを､各労働局職業安定部において週単位で取 りまとめの上､

地方社会保険事務局を通じて連絡するようお願いします｡

社会保険事務局からは､当該要請の連絡を受けた概ね1か月以内に､同様式によ

り各労働局職業安定部を通じて､指導結果について連絡があります0

4 労働保険に係る取扱いについて

労働保険に係る取扱いの詳細については､別途通知される予定です0

5 実施状況の報告について

各都道府県労働局において､当面平成17年度においては､別紙様式2により､

各月ごとめ実施状況をとりまとめ､翌月の10日までに､当職あて報告いただくよ

うお願いします0

6 その他

事務の開始に当たっては､1については速やかに実施するとともに､その哩 こつ

いては､地方社会保険事務局と必要な調整を行って下さい｡

なお､社会保険庁からも､地方社会保険事務局長あて通知される予定であり､発

出文書については､参考として別途送付させていただく予定です｡



(別添1)

事 業 主 の 皆 様 へ

～厚生年金保険の加入義務について-

適 業

次の事業所は､厚生年金保険の加入が､法律で義務づけられています0
○ すべての法人事業所

○ 禽時5~~人事王破 棄員が頗旺1･三LDる個人革蔓草 (会社､工場､商店､事務所など)
※ 個人事業所については､サービス業の一部 (クリーニング業､飲食店､ビル清掃業など)や農業 ･

漁業などは､その限りではありません｡

また､上記以外の事業所でも所定の条件を満たせば厚生年金保険に加入することができます｡

-厚生年金保険の被保険者について-

保 者

竿諾蓋若鮎 竿呈裟 姦悪2･詣 速ま完 警慧賢 .となりますo

O 常時佳用される方

温 習 謡 誤 読 背 景蒜 諾 慧 崇 巌 誤 ⊥労務の対価として給
料や賃金を受ける方すべてが対象となります｡)

○ パ-トタイマー ･アルパイトなどの方

芸の富蒜-ggla'し･､ず叫 =鯛 等す･4･#食は原則として被保険者 とされます0
-ケ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上.である場合

(参 労働時間

一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以主である場合

〔墓誌 嘉 ?品芸謁詣 志等裂欝 警 あくまでもひとつの目安であって就労形態〕

一 般 社 員

(故 保 扱 者 )

パ ー トタイマー

(原 則 として被 保 険 者 とな る)

/ir-トタイマ ー

(原 則 として被 保 険 者 とな らな い )

- 所定労串日数.所定労槻時間 一寸

綱離rl Jli闇 桐踊 i 湛I即急i 潤

ll tflー TLl l欄 ∫購 lITl一一潤 一 lt lliZ!rl!il 川闇!

i描那 約節榊 輔t甜納甜 附上!÷1,脚 IJI
掠 別 として
なる

上記に該当する人を雇用した場合は､事業主はその日から5日以内に被保険者資格取得届を
社会保険事務所-提出してください｡

その他詳細や､加入のご相談､ご不明な点等は､

厚生労働省



(別添2)

適用業種一覧 (日本標準産業分類 (平成 14年3月改訂)準拠)

◎厚生年金保険法第 6条 (適用事業所)

1 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所 (以下単に ｢事業所｣という｡)

又は船舶を適用事業所 とする｡

一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって､常時五人以上の従業員を使用するも
の ･

イ 物の製造､加工､選別､包装､修理又は解体の事業

口 土木､建築その他工作物の建設､改造､保存､修理､変更､破壊､解体又はその

準備の事業

ハ 鉱物の採掘又は採取の事業

二 電気又は動力の発生､伝導又は供給の事業

ホ 貨物又は旅客の運送の事業

- 貨物積みおろしの事業

卜 焼却､清掃又はと殺の事業

チ 物の販売又は配給の事業

リ 金融又は保険の事業

ヌ 物の保管又は賃貸の事業

ル 媒介周旋の事業

ヲ 集金､案内又は広告の事業

ワ 教育､研究又は調査の事業

力 疾病の治療､助産その他医療の事業

ヨ 通信又は報道の事業

夕 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護

事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

二 前号に掲げるもののほか､国､地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって､

常時従業員を使用するもの

三 (略)

2-4 (略)



※網掛部が適用業種

大分類 中分類

A 農業 01 農業

B 林業 02 林業

C 漁業 03 漁業

04 水産養殖業
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-ビス業 (例 :-yフ トウエア業等)

-ネット付随サービス業
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Q r~pjI ビス業 (他に分類さ 80 専門サービス業 (他に分類 されないもの)(例 :法律

れないもの)(イ)(ト)(ヌ) 事務所等)
■.tこ,LL.h(,._だ=Sl Jl:.:

82 洗濯 .理容.美容.浴場業

83 その他の生活関連サービス ､をi,.;

84 娯楽業
i■rlTt'
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90.そあ鹿ゐ辛業サニビス業 ( :警備業等)
91 政治 .経済 .文化団体

92 宗教

93 その他のサービス業をjl.i, ..:=t.
94 外国公務

R 公務 (他に分類されない 95 国家公務

もの) 96 地方公務

S.分類不能の産業 99 分類不能の産業

※ ノ｣､分類以下における適用の有無等詳細や不明な点については社会保険事務所に確

認下さい｡



別紙様式 1

文 書 番 号
平成00年00月〇〇 日

○○社会保 険事務局長 殿

○○労働局職業安定部長

厚 生年金-の加入が適正に明示 されていない求人内容 の確認等について

･標記について､別添の求人公開カー ドの求人内容について､厚生年金 の 加入に係る条件 が

適正であるかの確認及び必要な指導の実施をお願い しますo
なお､貴局の指導結果等については､本紙によりご回答願います｡

冨己

求 人 公 開 カ ー ドの 番 号

産業分類 (小分類)の番号

事 業 主 氏 名

公共職業安定所の事業所台帳上の適用状況 (ヨー適用済(9 未適用 .

特 記 事 項 I

文 書 番 号
平成〇〇年〇〇月〇〇 日

○○労働局職業安定部長 殿

○○社会保険事務局長

厚生年金-の加入が適正に明示されていない求人内容の確認等 について (回答)

標記について､下記のとお り回答いた しますo記

指導実施 日 平成 年 月 日

指 導 結 果

と
を
と
意
と

件
件
件
同
仲

条
条
条
に
粂

人
人
人
と
人

求
求
求
こ
求

①
②
③

④

尊
意
指

同

I

で
り

L
と
あ

な
こ
が

要
る
要

必
す
必

の
更
の

入
変
人

加
に
加

て
入
て

し
加
し を踏まえて対応 を検討す る

して加入の必要があるのに､指導に応 じる意思なし

連 絡 先 ○○社会保険事務所 00課 担当○○ 電話番号 :



別紙様式2
労働局

厚生年金及び労働保険への加入に係る事業主指導等の要請の実施状況

(平成- 年- 月)

1.厚生年金

(単位:件)

社会保険事務所-の指導要話件数 ,社会廃除事務所からの回答状況 公共職業安定所における対応状況
Q) (か Q) 也) 改善済 求人取消 継続指導中

当月

年度累計

※ 回答状況欄については､有の内数として､lQ)求人条イ牛として加入の必要なし｣､rQ)求人条件を加入に変更することで同意｣､Q)求人条件とし
て加入の必要があり､指導を踏まえて対応を検討することに同意｣､｢④求人条件として加入の必要があるのに､指導に応じる意思なし｣のそれぞ
れに対応した件数を記載すること0

2.労働保険
(単位:件)

労働局労働保険適用主務課室-の指導要請件数 労働局労働保険適用主務課室からの回答状況 公共職業安定所における対応状況且) 堤) 改善済 求人取消

当 月

年度 累 計

と｡
※各月分の件数をとりまとめ､翌月10日までに報告すること｡



(参考)

厚生年金への加入が適切に明示されていない求人への対応




